
2024 年５月 22 日 

各 位 

会 社 名 ユシロ化学工業株式会社

代表者名 代表取締役社長 有坂 昌規 

（コード番号 5013 東証スタンダード市場）

問合せ先 取締役本部長 石川 拓哉 

（TEL.03－3750－6793） 

商号の変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り商号の変更および定款の一部変更につい

て、2024 年６月 25 日開催予定の第 91 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので

お知らせいたします。 

記 

1. 商号の変更について

(1) 商号変更の理由

当社は 1944 年に創業し、金属加工油剤の専業メーカーとして日本国内に加え海外での

事業展開を推し進めてまいりました。現在９か国で拠点を有し、今後グローバルにおけ

るプレゼンスを更に高める上で創業 80 周年を契機に商号の変更を決定いたしました。

(2) 新商号

株式会社ユシロ（英文表記：Yushiro Inc.）

(3) 変更予定日

2025 年４月１日

※本商号変更は、2024 年６月 25 日開催予定の第 91 期定時株主総会において、「定款一

部変更の件」が承認されることが条件となります。 

2. 定款一部変更について

(1) 定款変更の理由

上記 1．に記載の商号の変更を行うべく、現行定款第１条（商号）を変更するものであり

ます。



(2) 定款変更の内容 

変更の内容は以下のとおりであります。 

（下線は変更箇所） 

現 行 定 款 変  更  案 
  

 

第１章 総  則 

（商  号） 

第1条 当会社はユシロ化学工業株式会社と称し、英

文でYushiro Chemical Industry Co.,Ltd.と

表示する。 

 

第１章 総  則 

（商  号） 

第1条 当会社は株式会社ユシロと称し、英文で

Yushiro Inc.と表示する。 

第２条～第３６条（条文省略） 第２条～第３６条（条文省略） 

  

附則 附則 

 

（新設） 

 

（商号変更の効力発生日） 

定款第１条（商号）の変更は、2025年４月１日をもっ

て効力を生じるものとする。なお、本附則は、第１条

の変更の効力発生日経過後これを削除する。 

 

 

(3) 日程 

定款一部変更のための定時株主総会 2024 年６月 25 日（予定） 

定款一部変更の効力発生日 2025 年４月１日（予定） 

 

 

以上 

 


